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倉吉市建設部建築住宅課建築指導係

建築確認申請の面積等の端数処理について（倉吉市取扱い）

建築基準法（以下「法」という。）第６条の確認申請の手続きに基づく各種面積等

の算出について、下記のとおり取り扱います。

【取扱い】別紙１を参照

１ 敷地面積、建築面積、床面積の計算は小数点第２位までを有効とし、３位以下

は切り捨てる。(例)123.456 ㎡の場合、123.45 ㎡と記入。

２ 法第 52 条第２項の規定による前面道路幅員に係る容積率は小数点第２位までを

有効とし、３位以下は切り捨てる。(例)前面道路幅 4.5789ｍ、住居系地域の場

合：4.5789ｍ＊0.4＊100=183.156 183.15％と考える。

３ 建ぺい率、容積率の計算は小数点第２位までを有効とし、３位以下を切り上げ

る。(例)123.451％の場合、123.46％と記入。

４ 採光計算・換気計算・排煙計算について

・必要開口面積は小数点第２位までを有効とし、３位以下を切り上げる。

(例)123.451 ㎡の場合、123.46 ㎡と記入。

・有効開口面積は小数点第２位までを有効とし、３位以下を切り捨てる。

(例)123.456 ㎡の場合、123.45 ㎡と記入。



切り上げ：小数点第２位までを有効とし、３位以下は切り上げる

切り捨て ：小数点第２位までを有効とし、３位以下は切り捨てる

敷 地 面 積 切り捨て

建 築 面 積 切り捨て

床 面 積 切り捨て

建 ぺ い 率 切り上げ

容 積 率 切り上げ

前 面 道 路 幅 員 切り捨て

採　光

必 要 採 光 面 積 （ 1/7 ） 切り上げ

有 効 開 口 部 面 積 切り捨て

換　気

必 要 換 気 面 積 （ 1/20 ） 切り上げ

有 効 開 口 部 面 積 切り捨て

排　煙

必 要 排 煙 面 積 （ 1/50 ） 切り上げ

有 効 開 口 部 面 積 切り捨て

別紙１


